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平成 26 年 9 月 26 日 

企業会計基準委員会 
 

実務対応報告公開草案第 41 号（実務対応報告第 5 号の改正案） 

「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する

当面の取扱い（その1）（案）」及び 
 

実務対応報告公開草案第 42 号（実務対応報告第 7 号の改正案） 

「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する

当面の取扱い（その2）（案）」の公表 
 

コメントの募集 
企業会計基準委員会は、平成 26 年度税制改正において、地方法人税が創設されたこと

を受けて、これまで公表した連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを検討してまい

りました。 

今般、平成 26 年 9 月 22 日の第 296 回企業会計基準委員会において、標記の「連結納

税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その 1）（案）」及び「連結納

税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その 2）（案）」（以下、両者

を合わせて「本公開草案」という。）の公表が承認されましたので、本日公表いたします。 

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に

対するコメントがございましたら、平成 26 年 11 月 26 日（水）までに、原則として電子

メールにより下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては、直接回答

しないこと、コメントを当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は

名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了

承ください。 

 

記 

 
   電 子 メ ー ル：renzei2014@asb.or.jp 

   ファクシミリ：03-5510-2717 
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本公開草案の概要 
本公開草案は、平成 26 年度税制改正における地方法人税の創設に伴い記載内容を改正

するものです。なお、連結納税制度を適用している場合の税効果会計の考え方について変

更を行ったものではありません。 

以下の概要は、コメントをお寄せ頂くにあたっての便宜に資するため、本公開草案の内

容を要約したものです。コメントをお寄せ頂く際には、より正確な検討のために本公開草

案をお読みくださいますようお願い申し上げます。 

 

 連結納税制度を適用している場合の地方法人税に係る税効果会計の取扱い 
（連結納税主体における連結財務諸表上の取扱い） 

地方法人税法では、連結納税制度を適用している場合、地方法人税の課税標準であ

る基準法人税額は、連結事業年度の連結所得の金額から計算した法人税の額とすると

されており、地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性の判断は個別所得見積額だ

けでなく、連結所得見積額も考慮して行うこととなることから、連結納税制度を適用

した場合の地方法人税に係る税効果会計の考え方は、法人税と同様の取扱いとしてい

る。このため、連結財務諸表において、地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性

は、連結納税主体を一体として判断することになり、本公開草案ではその旨の記載を

追加する等の所要の改正を行っている。 

 

（連結納税会社における個別財務諸表上の取扱い） 

連結納税制度を適用する場合の地方法人税の個別帰属額は連結納税会社ごとに把握

できるため、本公開草案では、連結納税会社の個別財務諸表において、地方法人税に

係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額は、連結納税会社ごとに計算される旨の記

載を追加する等の所要の改正を行っている。 

 

 適用時期等 
改正された本実務対応報告は、公表日以後適用する。なお、その適用については、

会計方針の変更とは取り扱わない。 

 

以 上 
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